
令和７年度から、山辺町立中学校の休日の部活動が変わります
○山辺町教育委員会では町内スポーツ・文化関係団体等と連携・協力し、中学校の部活動改革を推進しています。
○部活動改革の目的：①生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境の構築 ②教員の働き方改革の推進
○令和７年度からは、大会及びコンクール等出場を除いて、原則として休日（土・日・祝）の部活動は行いません。
○平日は、これまでどおり学校における部活動となります。

野球、サッカー、ソフトテニス、
バスケットボール、体操、
バレー、剣道、柔道
（現在ジュニアクラブ・スポ少
が存在する部活動）

陸上、水泳、卓球、吹奏楽、
音楽、総合文化
（現在ジュニアクラブ・スポ少
が存在しない部活動）

令和６年度まで 令和７年度から段階的に休日の部活動について

学校部活動、
ジュニアクラブ・
スポ少での活動

学校部活動

休日はジュニアクラブ・スポ少での活動を行
い、原則として学校部活動は行いません。大会
等へはこれまでどおり学校として出場します。

種目ごとに協議を行い、必要に応じて休日の
活動を行うジュニアクラブを立ち上げます（立
ち上げまでは、休日の学校部活動を継続予定）。
立ち上げ後において、原則として休日の学校
部活動は行いません。大会及びコンクール等へ
はこれまでどおり学校として出場します。

学校部活動、ジュニアクラブ・スポ少での活動
ともに、これまでどおり加入は任意となります。

【担当】
山辺町教育委員会 教育課学校教育係
電話 023-667-1115



 山辺町ジュニアクラブネットワーク協議会
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【各ジュニアクラブの運営主体】
各競技団体の協会・連盟、保護者会等
（クラブによって異なる） 規約整備、会計事務等

山辺町教育委員会
教育課（当面）

協議会事務局（統括）

保護者・
生徒

※ 陸上、水泳、卓球
は町外の民間クラブ
へ個別に参加。総合
文化はクラブを立ち
上げない

令和7年度～
山辺町における
休日の中学生の
地域スポーツクラブ・
地域文化クラブ
組織体制図

地域の指導者
承認・監督兼職兼業申請

教委承認後、
地域の指導
者へ

生徒への指導派遣・謝金運営

※ 令和７年度新設 運営統括、指導者登録（認証）・研修、情報交換等

保護者による会費納入

中学校・
教職員
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